
（参考資料）主催の変更申出 

 

１ 概要 

 助成団体：ＮＰＯ法人 消費者支援ネットくまもと 

 助成種類：ステップアップ助成 

 助成金額：200,000円 

 協賛団体：熊本県弁護士会（協賛金 20万円で申請） 

 

 上記助成団体より、協賛団体として申請していた熊本県弁護士会から、協賛金拠出ではなく

互いに費用を負担して共同主催としたいとの要望があったとして、収支計画から協賛金２０万

円と弁護士会負担経費（講師謝金、旅費、チラシ印刷費）の削除と主催変更の申出があった。

なお、この他にシンポジウム登壇者の人数変更と配布リーフレットの印刷費増額の申請あり。 

 

２ 対応 

  前例がない変更内容であり、要綱等に共同主催に対する定めがないため、委員長及び副委員

長に報告し、ご意見をいただいた。これをもとに事務局内で対応を検討し、団体ヒアリングを

行った結果、以下の対応となった。 

 

主催関係 対応 理由 

助成団体：主催 

弁護士会：主催 
助成交付を辞退 

主催変更は事業計画性などが審査された

ものから大きく異なってくるため、これ

を認めず、辞退してもらう。 

助成団体：主催 

弁護士会：主催以外 
経費の変更申請 

弁護士会主催事業でなければ、協賛金 

拠出による支援が経費負担による支援に

変更されたものとして、これを認める。 

 

  ※経費の負担について 

  本来であれば、助成決定されたとおりに協賛金を受けて事業実施をするところだが、助成

団体が弁護士会と協議した結果、経費を直接負担する方法でなければ支出できないとの申出

があり、弁護士会からの資金援助なくして事業実施することは困難なことから、上記の対応

となるもの。 
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